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１  次の文章を読んで，あとの問いに答えなさい。

日本国憲法第65条で「（　※　）権は内
ない

閣
かく

に属する」と定められています。内閣はあ内閣総理大臣

と国務大臣によって構成されており，内閣総理大臣とすべての国務大臣が集まって行われる（　い　）

では，政治の方針などが決められます。

う内閣の仕事は広い分野にわたり，えさまざまな役所が行っています。近年，費用や人員などで規模

が大きくなっていることから，複雑になった仕事を整理するために（　※　）改革が行われ，国の仕事

の一部を都道府県などが行うようにする（　お　）も進められています。

⑴　（　※　）に共通してあてはまる語句を漢字２字で答えなさい。
⑵ 下線あについて述べた文として最も適当なものを次から１つ選び，記号で答えなさい。

ア 国務大臣はすべて国会議員でなければならない。

イ 内閣総理大臣は国務大臣のなかから選ばれる。

ウ 内閣総理大臣と国務大臣はともに文民でなければならない。

エ 国務大臣は天皇によって任命される。

⑶　（　い　）にあてはまる，原則として非公開であり，全員が一
いっ

致
ち

しないと決定できない会議を何と

いいますか。

⑷ 下線うとして最も適当なものを次から１つ選び，記号で答えなさい。

ア 法律を制定する。 イ 予算案を作成する。

ウ 条約を承認する。 エ 弾
だん

劾
がい

裁判を行う。

⑸ 下線えについて，次の１～４の文で述べている役所をあとから１つずつ選び，記号で答えなさい。

１　外国に大使などを送り，国の外交に関する仕事を行う。

２　産業や貿易，エネルギーに関する仕事を行う。

３　福
ふく

祉
し

や医
い

療
りょう

，労働に関する仕事を行う。

４　教育や学問，スポーツをさかんにするための仕事を行う。

ア 法務省 イ 環
かん

境
きょう

省　　ウ 文部科学省 エ 経済産業省

オ 外務省 カ 財務省 キ 国土交通省 ク 厚生労働省

⑹ （　お　）には中央集権の対になる考え方を表す語句があてはまります。（　お　）にあてはまる最

も適当な語句を答えなさい。
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２  裁判所に関する次の各問いに答えなさい。

⑴　次の日本国憲法第76条について，あとの問いに答えなさい。

第76条① 　すべて（　Ａ　）権は，あ最高裁判所及
およ

び法律の定めるところにより設置するい下

級裁判所に属する。

③ 　すべて裁判官は，その（　Ｂ　）に従ひ独立してその職権を行ひ，この憲法及び法

律にのみ拘
こう

束
そく

される。

①　（　Ａ　）・（　Ｂ　）にあてはまる最も適当な語句をそれぞれ漢字２字で答えなさい。
② 　下線あの裁判官は，任命後に初めて行われる衆議院議員総選挙のとき，また，その後10年たっ

た後に初めて行われる衆議院議員総選挙のときに（　　　）が行われ，適任かどうかを国民の投票

によって決めます。（　　　）にあてはまる最も適当な語句を答えなさい。

③ 　下線いについて，次の１・２の説明にあてはまる裁判所をあとから１つずつ選び，記号で答えな

さい。

１　家庭内のもめごとや少年犯罪をあつかう。

２　おもに第二審
しん

をあつかい，各地方に１か所ずつある。

ア　高等裁判所　　イ　地方裁判所　　ウ　簡易裁判所　　エ　家庭裁判所

⑵　刑
けい

事
じ

裁判のしくみについて正しくまとめている図を次から１つ選び，記号で答えなさい。

⑶　2009年から一部の事件の裁判に導入された，裁判官とともに一般の国民が裁判に参加する制度

を何といいますか。解答らんにあうように答えなさい。
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